
出産費・家族出産費の請求について
前回号（平成21年9月号№259）で出産費の直接支払制度の概要について掲載しましたが、

今回は直接支払制度の実施に伴う「出産費・家族出産費の請求方法」についてご案内します。
なお、直接支払制度は実施猶予期間が平成22年3月末日まで設けられていますので、医療

機関によっては利用できない場合があります。

● 提出書類（次の書類を、所属所共済事務担当課に提出してください。）
① 出産費・家族出産費（附加金）請求書

② 医療機関から交付された「領収・明細書」の写し

③ 医療機関から交付された「代理契約に関する文書（合意文書）」の写し

直接支払制度
利用の有無

直接支払制度を利用する
（窓口での出産費用支払額が42万円※を限度に軽
減されます。）

直接支払制度を利用しない
（窓口で出産費用を全額支払います。）

共済組合への
請求金額

出産費用が42万円※

以上の場合
出産費用が42万円※

未満の場合
出産費42万円※及び附加金3万円の請求

附加金3万円の請求 42万円※との差額及び
附加金3万円の請求

①出産費・家族出産費
（附加金）請求書

・請求書内の医師の出生証明は必要ありません。
・被扶養者認定後6ヵ月以内の方が出産し請求する
場合の「受給権放棄証明書」は必要ありません。

・請求書内の医師の出生証明が必要
です。

・被扶養者認定後6ヵ月以内の方が出
産し請求する場合の「受給権放棄
証明書」は必要ありません。

②医療機関から交付さ
れた「領収・明細書」
の写し

・「直接支払制度を利用する」旨や「専用請求書の
内容と相違ない」旨の記載があります。

・「出産年月日」及び「出生児数」の記載がない場
合は、「出生証明書」の写しを併せて提出してく
ださい。

・「直接支払制度を利用しない」旨の
記載があります。

・「出産年月日」及び「出生児数」の
記載がない場合は、「出生証明書」
の写しを併せて提出してください。

③医療機関から交付さ
れた「代理契約に関
する文書（合意文書）」
の写し

・「直接支払制度を利用する」旨や「出産費を請求
する保険者（茨城県市町村職員共済組合）」の
記載があります。

・「直接支払制度を利用しない」旨や
「出産費を請求する保険者（茨城県
市町村職員共済組合）」の記載があ
ります。

提出書類等の要点をまとめましたので、参考にしてください。

※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は、39万円になります。

●「共済組合員（被扶養者）申告書」と「マル福
受給者証」の写しを、所属所共済事務担当課
に提出してください。

【お問い合わせ先】
共済組合保険課
電話　029ー301ー1413

妊産婦マル福制度に該当した方は共済組合に届出を
妊産婦マル福制度に該当すると医療費助成の対象となりますが、平成21年7月から助成対

象となる疾病が限定される等複雑になっています。
共済組合では、医療給付を正しく行うため妊産婦マル福制度の該当状況を把握する必要

がありますので、届出のご協力をお願いします。

「宿泊利用助成券」の発行により宿泊利用料金の一部を助成する保養施設宿泊利用助成事業の対象
契約施設状況のご案内です。

◆協定保養所
地　域 施　設　名 施　設　状　況

神奈川 湯河原温泉ちとせ
（神奈川県市町村職員共済組合保養所） 平成21年12月1日リニューアルオープン

北海道 ホテル新定山渓ゆらら
（北海道市町村職員共済組合保養所） 平成22年3月31日をもって閉館

秋　田 五 輪 荘
（秋田県市町村職員共済組合保養所） 平成22年3月31日をもって閉館

※  協定保養所（全国の市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の直営保養所）の助成対象は、『組合員とその被扶養者』です。

保養施設宿泊利用助成事業からのお知らせ
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